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１．第70回懇談会でいただいた主なご意見について
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意見概要 現 状

行政機能/警察・消防等/防災教育等

１．避難者支援については、育児、介
護、女性の積極的な視点が不足
している。今後の国土強靱化の具
体的施策として、ジェンダーや男
女共同参画の視点を盛り込んで
いくような防災対策・強靱化施策
を盛り込んでいくべき。

令和2年「災害対応力を強化する女性の視点～男女共同参画の視点からの防災復興ガ

イドライン～」（以下、ガイドライン）を作成し、ガイドラインで平常時の備え、初動段階、避
難生活、復旧・復興の各段階において男女共同参画の視点から取り組むべき事項を示し
ている。避難生活の項目では、避難所の運営に女性の参画を促すことや、避難所の間仕
切りによるプライバシーの確保、トイレや更衣室などの安全確保や性暴力対策などを掲げ、
避難所チェックシートを活用し、多様なニーズに対応することなどを推奨している。また、ガ
イドラインを各種研修等で紹介し、取組状況をフォローアップするなど普及・啓発に努めて
いるところ。【内閣府】

令和4年4月に「避難所における良好な生活環境の確保に向けた取組指針」及び「避難

所運営ガイドライン」を改定し、防災部局と男女共同参画部局が協力し、避難所の対応に
ついて連携しておくことや女性の視点から被災者への物資提供や避難所運営を実施する
ために避難所運営等の意思決定の場への女性参画を促すことなど、男女共同参画の内
容を充実させたところ。【内閣府】
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○基本計画の見直しにあたり、前回の第70回懇談会(R5.1.23)でいただいた主なご意見について、各府省庁の現状
を次のとおり施策分野ごとに整理。
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（出典）内閣府男女共同参画局提供資料より内閣官房作成
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（出典）内閣府政策統括官（防災担当）提供資料



１．第70回懇談会でいただいた主なご意見について
（１）主なご意見に対する現状

意見概要 現 状

行政機能/警察・消防等/防災教育等／住宅・都市／国土保全／リスクコミュニケーション

２．大都市における長周期地震の議
論が十分なされていない。気象庁
では２月から長周期地震を考慮し
た緊急地震速報が始まる。この
機会に大都市の問題を抜本的に
議論できるとよい。

大都市における長周期地震について、内閣府では、平成27年に南海トラフ沿いの巨大地

震により生じる長周期地震動の推計結果を公表した。現在、相模トラフ沿いの巨大地震に
より生じる長周期地震動を検討中である。【内閣府】

南海トラフ沿いの巨大地震による長周期地震動対策の対象エリア内において新築する
超高層建築物等について、設計用長周期地震動に基づく検証を求めることを実施。さらに、
同エリア内における一定の既存の超高層建築物等の改修等の支援を推進している。

なお、相模トラフ沿いの巨大地震による長周期地震動については、内閣府にて地震動の
検討をしており、その結果を踏まえ、当該地震動による超高層建築物等への影響と対策に
ついて、検討することとなっている。【国土交通省】

令和５年２月１日から、緊急地震速報の発表基準に長周期地震動階級を追加するととも
に、長周期地震動に関する観測情報の発表を迅速化した。引き続き、その適切な利活用
について平常時からの取組を一層強化・推進する。【国土交通省】
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１．第70回懇談会でいただいた主なご意見について
（１）主なご意見に対する現状

意見概要 現 状

行政機能/警察・消防等/防災教育等／情報通信／官民連携

３．国土強靱化施策の展開方向につ
いて、今後の国土強靭化におい
ては、デジタル技術の重要性が
高まっているところ。特に「有事の
際の国など災害対応機関間での
情報共有と災害対応」や「社会全
体での防災データ流通活用の推
進」などにより、有事の際だけで
なく平時からも関連データをフル
活用できるようにしていくための
活動を行っていくことが重要。

デジタル庁では、個々の住民等が災害時に的確な支援が受けられるよう、防災アーキテ
クチャの検討を進め「データ連携基盤」の構築に向けた取組を進めている。また、防災分野
におけるデータ連携を促進して防災DXを強力に推進するため、「防災DX官民共創協議会」
が昨年度12月に設立されており、「データ連携基盤」の構築等においては、本協議会の枠
組みを活用することとしている。【デジタル庁】

内閣府では、ISUT(アイサット)（Information Support Team）という大規模災害時に被災情

報や避難所などの情報を集約・地図化・提供して、地方公共団体等の災害対応を支援す
る現地派遣チームを運用している。

災害現場では、被害状況や災害廃棄物の情報等、時々刻々と変化し事前にデータで共
有する体制が整えられないもの（動的な情報）も存在するが、災害対応機関の的確な意思
決定には、これらの情報を地図上に重ね合わせ、状況を体系的に把握することが大変重
要である。ISUTはそれらの情報を収集・整理・地図化を行い、地図画面（ISUTサイト）として

災害対応機関へ共有することで、災害対応機関の迅速かつ的確な意思決定を支援してい
る。
また平時にも、災害の想定データ等を基に作成した訓練用ISUTサイトを使用して、訓練の

実施を支援しているところ。【内閣府】
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１．第70回懇談会でいただいた主なご意見について
（１）主なご意見に対する現状

意見概要 現 状

行政機能/警察・消防等/防災教育等／国土保全／リスクコミュニケーション

４．災害が激甚化していることを踏ま
えると、災害リスクの高い地域を
周知する、ソフト面の対応を入れ
る必要がある。また、人命や財産
を保護する上で「誰一人取り残さ
ない」という社会包摂的な観点か
ら、居住権について十分配慮しな
がら、災害リスクを事前に回避す
る方策も必要であるとの方向性が
示せるとよい。

水害リスク情報の空白域を解消するため、家屋等の防護対象のある全ての一級・二級
河川等の浸水想定区域図の作成を促進している。また、浸水想定区域図の作成を促進す
るため、各種浸水想定区域図作成マニュアル、小規模河川の氾濫推定図作成の手引き、
水害ハザードマップ作成の手引きの周知等の技術的支援の実施や、浸水想定区域やハ
ザードマップの変更・作成等に対する財政的支援を実施している。 【国土交通省】

土砂災害警戒区域については、令和元年度末に全国的に一通りの基礎調査が完了し、
それらの区域は令和３年度末に概ね区域指定が完了したところ。（令和4年9月末時点で
約68万箇所）今後は、より詳細な地形図データを用いることによって、警戒区域等の高精
度化を進めていく予定。

土砂災害ハザードマップの整備についても、土砂災害警戒区域等の指定にあわせて推
進し、住民等の円滑な避難を促進している。

噴火後の土砂災害に対して効率的な警戒避難対策等を進める上で、火山噴火リアルタ
イムハザードマップシステムへの高精度地形データの整備を進めていく予定。【国土交通
省】

火山ハザードマップは各火山防災協議会で作成されており、全49火山で作成済となって

いる。内閣府等は、火山ハザードマップを作成する際に必要となる事項についてとりまとめ
る等、技術的支援を行っているところ。【内閣府】
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１．第70回懇談会でいただいた主なご意見について
（１）主なご意見に対する現状

意見概要 現 状

住宅・都市

５．大都市と田舎で、建物の耐震基
準は同じでよいのか。より影響が
大きい大都市はより強固が必要
だというメッセージを出せればよ
い。

建築基準法は最低限の基準であり、都市部かどうかに関わらず、大規模地震時に倒壊・
崩壊しないことを求めている。

なお、防災拠点等となる建築物については、大地震時に倒壊・崩壊を防止するだけでなく、
機能継続できるためのより高い性能を有することが望ましいことから、機能継続を図るにあ
たり参考となるガイドラインを公表しているところ。【国土交通省】
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意見概要 現 状

保健医療・福祉

６．災害対応にあたる医療従事者や
自治体職員などの被災者支援す
る側の支援も必要。

「保育所における災害発生時等における臨時休園の対応等に関する調査研究（周知）」
（令和２年７月17日付け事務連絡）において、災害発生の状況下において社会的要請が

強い防災関係者や医療関係者等については、保育の提供を確保する必要性が高いこと
や、災害発生前に市区町村において事前に決めておくべき事項として、代替保育が必要
とされる家庭の把握と保育の代替措置の設定などを示しているところ。【厚生労働省】

７．災害時の乳幼児の栄養など、被
災者対応として乳幼児の支援も必
要。

妊産婦や子どもに関わる保健医療従事者向けに離乳・離乳の支援に関する基本的事項
をとりまとめた「授乳・離乳の支援ガイド」（平成31年３月 厚生労働省）において、災害時

における乳幼児への支援の内容を示すとともに、「災害時における授乳の支援並びに母
子に必要となる物資の備蓄及び活用について」（令和元年10月25日内閣府政策統括官

（防災担当）付参事官（被災者行政担当）、内閣府男女共同参画局総務課、厚生労働省子
ども家庭局母子保健課事務連絡）において、自治体に対して乳児用液体ミルクの備蓄や、
災害時における母子の状況に応じた活用等について周知を行っているところ。【厚生労働
省】

大規模災害時においては、日本栄養士会に対して、被災地の状況に応じて特殊栄養食
品ステーションを設置し、乳幼児等に必要な食事を提供する体制を整備するよう、協力依
頼を発出しているところ。【厚生労働省】
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意見概要 現 状

交通・物流

８．ミッシングリンクを考えるときに、
国道の中でもメリハリをつけた安
全基準が必要ではないか。

道路の技術基準においては、「高速道路全て、国道全て、都道府県道・市町村道のうち
重要な道路」と、それら以外で区分しているが、国道の中で違いは設けてはいない。

なお、国土強靱化５か年加速化対策では、例えば道路の法面・盛土の土砂災害対策とし
て、災害時に避難・救助をはじめとする応急活動等のため、通行の確保を求められる幹線
道路を対象とするなど、路線の重要度に応じて対策を進めているところ。【国土交通省】
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意見概要 現 状

農林水産

９．国土強靱化を取り巻く情勢の変
化に食料の安定供給も重要。

広域にわたる大規模自然災害の発生に際して、食料の安定供給の停滞を防ぐため、
・農業水利施設、漁港施設、卸売り市場等の耐震化や老朽化対策
・農地等の浸水被害を防ぐための農業水利施設等の整備
・山地災害を防止するための治山対策や森林整備
・「田んぼダム」や森林整備等の流域治水の取組
・迅速な復旧・復興に資するための事業者のBCP策定の支援
・応急用食料等物資供給体制の充実及び備蓄の推進

等を行い、総合的な防災・減災対策を推進しているところ。【農林水産省】

10．巨大地震が発生して復旧がまま
ならない状況下で、鳥インフルエ
ンザや豚熱・アフリカ豚熱が発生
した場合、迅速な対応（殺処分）
ができず放置されることがあった
ならば、全国に感染が広がってい
かないかが大いに懸念される。

高病原性鳥インフルエンザや豚熱等の家畜伝染病発生時には、「家畜伝染病予防法」、
「特定家畜伝染病防疫指針」等に基づき、都道府県を中心に殺処分や埋却等の封じ込め
によるまん延防止措置が行われているところであり、農林水産省でもリエゾンや作業要員
として職員を現地に派遣するとともに、他の都道府県からの獣医師の派遣を調整するなど
まん延防止対策を講じているところ。

また、「農林水産省防災計画」において、家畜の伝染性疾病の発生予防とまん延防止の
ため、震災発生時には被災地域の立入検査・消毒等、防疫体制の整備等を行うこととして
いる。

防疫措置はこれまでも、発生時の状況（大雨や大雪等）を踏まえ、臨機応変に対応して
いるところであり、状況に合わせまん延防止対策を適切に行っていく。【農林水産省】
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意見概要 現 状

環境

11．COP15で生物多様性条約が締結
された。国土の30%の環境を保全
することになっている。そういう取
組みとタイアップできるとよい。

生物多様性条約COP15において採択された新たな世界目標である「昆明・モントリオール
生物多様性枠組」においては30by30目標も盛り込まれたが、我が国においてはそれに先
立ち目標を達成するための行程と具体策を示した「30by30ロードマップ」を2022年4月に公

表しており、現在改定を行っている次期生物多様性国家戦略にも組み込まれる予定であ
る。
本ロードマップ内においても「30by30 目標の達成を目指すことは、地域の経済・社会・環

境問題の同時解決につながる自然を活用した解決策（NbS：Nature-based Solutions）のた
めの健全な生態系を確保する基盤的・統合的アプローチ」と記載されており、30by30 目標
達成のための主要施策として、NbSの一要素である生態系を活用した防災・減災（Eco-
DRR）等の取組支援も位置付けられている。

今後も本ロードマップに基づき、健全な生態系を確保を通じて、国土強靭化に寄与してい
くことを考えている。【環境省】
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